
第６号様式（第５の２関係）

議 事 概 要

会 議 名 令和７年度第３回 阿久根警察署協議会

会 議 日 時 令和８年２月26日 木曜日 午後３時から午後４時30分

会 議 場 所 阿久根警察署会議室

出 席 者 １ 警察署協議会 会長以下６人
２ 警察署 署長以下９人

（会議の概要）

１ 会次第
⑴ 会長挨拶
⑵ 署長挨拶
⑶ 協議
ア 管内の治安情勢に関する説明
イ 諮問・答申
ウ 質疑、要望等

⑷ 速度取締り指針の説明
⑸ 警察活動の紹介

２ 署長の諮問、委員からの答申
(諮問)
「うそ電話詐欺、ＳＮＳ型ロマンス詐欺等被害防止について」
様々な形で広報に努めているが未だ犯罪被害が後を絶たない状況である。今後、住民

により認知してもらうため、効果的な対策がないか意見を伺いたい。
（委員）

民生委員をしており、地区のいきいきサロン等の場で高齢者と情報交換する機会があ
るので、そのような場で被害防止を呼びかけていきたい。
(委員)
各集落にいる民生委員や福祉アドバイザーが独居高齢者等の家を回っているので、そ

のような信頼されている方々からの話は聞いてもらえると思う。
また、放送（防災無線）で定期的に広報してもらうのがよいと思う。

(委員)
高齢者はよくテレビを観るので、テレビでの広報の頻度をあげ、被害の事例を紹介し

てはどうか。例えば、深夜に音楽を流しながら天気予報を流している時間帯があるが、
そこに被害防止広報を活用したりするのはどうか。併せてＳＮＳでの広報も必要ではな
いか。
警察に相談するということが認知されていないと思うので、警察への相談についても

発信してもらいたい。
(回答)
各報道機関がこのような社会的に大きな問題になっている話題について記事やニュー

スにしており、毎日のように放送されているので観てもらっていると思う。
当署としては、例えば交通の講習会の場で、交通のことだけではなく、うそ電話詐欺

等の話題も提供するなど、担当業務に関することだけではなく警察全体のことを広報す
ることで少しでも広げていくという取組みを行っている。

３ 質疑、要望等
(委員)
以前、市民から私に情報が入ってきたことがあり、その人は警察に電話したくないと

のことで、私がその人から聞いた話を警察に伝えた。市民は、警察に相談しにくいと感
じている人もいるので、市役所に警察ＯＢや専門の人を配置して相談対応の窓口をつく
れば相談に行きやすいのではないかと思う。
(回答)
市役所で警察ＯＢを雇っている自治体はあるが、仕事の内容はそれぞれの自治体の考

えになる。市役所には市民相談窓口があると思われるが、犯罪捜査に関することは警察
に直接話してもらうようお願いしたい。

備 考


